
         

令和５年２月６日 

砧 総 合 支 所 

地 域 振 興 課 

 

自動車事故の発生について 

 

 

１ 事故の概要 

（１）発生日時  令和４年１２月１７日（土）午後１２時０５分 

（天気：晴れ）  
 
 

（２）発生場所  世田谷区喜多見一丁目二番 
 
 

（３）相手方   乙（ ） 
 
 

（４）事故内容   警視庁白バイ訓練所での業務を終え、世田谷区（以下「甲」 

という。）砧総合支所地域振興課職員が運転する区有車（軽自 

動車）が砧総合支所に向かっていたところ、乙車両が路地か 

らバックで飛び出してきた。 

接触直前に区車両は停車したが、乙車両がそのままバック 

で進んだため、甲車両の右側面と接触した。 

 
 

（５）損傷の程度  甲 人身：なし 

            物損：右前方に損傷 

          乙 人身：なし 

            物損：左後方に損傷 
 
 

２ 事後の対応   

（１）現場において、甲乙及び警察官立ち合いのもとで、事故の内容や損傷の程 

度について確認を行った。乙とは今後、示談交渉にあたっていく。 

（２）相手方の後方不注意による事故ではあるが、職員に対し、今後とも周辺状 

況を十分に確認するよう指導を行い、事故防止に向けた継続的な安全運転 

の啓発を行っていく。 
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事故発生位置図 

 

 

 

 

 

 

 

 

現場状況説明図 

 

事故発生場所 

喜多見１丁目２番 

区車両 

接触時、区車両は停車 

区車両の右前方と相手車両

の左後方が接触 
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